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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画データを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された第１の動画データを第１の記録媒体に記録し、前記取得
手段により取得された第２の動画データを第２の記録媒体に記録する記録手段と、
　前記第１の記録媒体への前記第１の動画データの記録中における前記第２の動画データ
の記録開始の指示に応じて前記第２の記録媒体に対する前記第２の動画データの記録を開
始し、前記第１の記録媒体への前記第１の動画データの記録中における前記第２の動画デ
ータの記録停止の指示に応じて前記第２の記録媒体に対する前記第２の動画データの記録
を停止すると共に、前記第１の動画データの記録中における前記第２の記録媒体への前記
第２の動画データの記録開始の指示及び記録停止の指示にそれぞれ対応した、前記第１の
記録媒体に記録された前記第１の動画データにおける位置に関する付加情報を前記第１の
記録媒体に記録するように、前記記録手段を制御する制御手段と、を有することを特徴と
する記録装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第２の記録媒体への記録開始の指示及び記録停止の指示とは別に
出力される前記第１の記録媒体への前記第１の動画データの記録開始の指示から記録停止
の指示までの間、前記第１の動画データを前記第１の記録媒体に対して継続して記録する
ように前記記録手段を制御することを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
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　前記第１の記録媒体から動画データを再生する再生手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記付加情報に基づき、前記第１の記録媒体に記録されている前記第
１の動画データにおいて前記第２の動画データの記録開始の指示に対応した位置に関連し
た画面の代表画像を含む第１の表示画面と、前記第１の記録媒体に記録されている前記第
１の動画データにおいて前記第２の動画データの記録停止の指示に対応した位置に関連し
た画面の代表画像を含む第２の表示画面、及び、前記第１の記録媒体に記録されている前
記第１の動画データにおいて前記第２の動画データの記録開始の指示及び記録停止の指示
にそれぞれ対応した位置に関連した画面の代表画像を含む第３の表示画面のうち、選択さ
れた一つを表示部に表示し、
　前記表示部に表示された複数の前記代表画像から選択された代表画像に対応した前記第
１の動画データを前記第１の記録媒体から再生するように前記再生手段を制御することを
特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記表示部に表示された複数の前記代表画像から選択された１つ以上
の代表画像に対応した前記第１の動画データを前記第１の記録媒体から再生し、前記第２
の記録媒体に記録するように、前記記録手段と前記再生手段とを制御することを特徴とす
る請求項３に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記第３の表示画面に表示された複数の代表画像について、個別に選択状態とする機能
、全てを選択状態とする機能、１つおきに交互に選択状態とする機能、選択状態を解除す
る機能を選択するための選択手段をさらに有することを特徴とする請求項４に記載の記録
装置。
【請求項６】
　前記取得手段は撮像手段を含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載
の記録装置。
【請求項７】
　前記第１の記録媒体に記録された前記第１の動画データにおいて前記第２の記録媒体へ
の記録開始の指示に対応した位置と記録停止の指示に対応した位置とにより区分される複
数の区間から少なくとも１つの区間を選択する選択手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記付加情報に基づいて、前記選択手段により選択された区間の前記
第１の動画データを前記第１の記録媒体から前記第２の記録媒体にコピーすることを特徴
とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項８】
　動画データを取得する取得手段を有し、前記取得手段により取得された第１の動画デー
タを第１の記録媒体に記録し、前記取得手段により取得された第２の動画データを第２の
記録媒体に記録する記録装置の制御方法であって、
　前記第１の記録媒体への前記第１の動画データの記録中における前記第２の動画データ
の記録開始の指示に応じて前記第２の記録媒体に対する前記第２の動画データの記録を開
始し、前記第１の記録媒体への前記第１の動画データの記録中における前記第２の動画デ
ータの記録停止の指示に応じて前記第２の記録媒体に対する前記第２の動画データの記録
を停止すると共に、前記第１の動画データの記録中における前記第２の記録媒体への前記
第２の動画データの記録開始の指示及び記録停止の指示にそれぞれ対応した、前記第１の
記録媒体に記録された前記第１の動画データにおける位置に関する付加情報を前記第１の
記録媒体に記録するように制御するステップを有することを特徴とする制御方法。
【請求項９】
　前記付加情報に基づき、前記第１の記録媒体に記録されている前記第１の動画データに
おいて前記第２の動画データの記録開始の指示に対応した位置に関連した画面の代表画像
を含む第１の表示画面と、前記第１の記録媒体に記録されている前記第１の動画データに
おいて前記第２の動画データの記録停止の指示に対応した位置に関連した画面の代表画像
を含む第２の表示画面、及び、前記第１の記録媒体に記録されている前記第１の動画デー
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タにおいて前記第２の動画データの記録開始の指示及び記録停止の指示にそれぞれ対応し
た位置に関連した画面の代表画像を含む第３の表示画面のうち、選択された一つを表示部
に表示するステップと、
　前記表示部に表示された複数の前記代表画像から選択された代表画像に対応した前記第
１の動画データを前記第１の記録媒体から再生するステップと、を更に有することを特徴
とする請求項８に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の記録媒体に同時にデータを記録する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動画や音声を記録する装置としてビデオカメラが知られている。この種の装置で
は、ユーザはトリガボタンと呼ばれる操作部を操作することにより、記録開始と記録停止
を指示する構成となっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０５－０４８９４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、同一のトリガボタンを操作することで記録開始／記録停止を指示すると、
ユーザが記録開始を指示したつもりでも実際には記録停止が指示される場合や、記録停止
を指示したつもりでも実際には記録開始が指示されてしまう場合がある。そのため、ユー
ザが意図した動画が撮影されず、ユーザが意図しないシーンが記録されてしまうことがあ
る。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、ユーザが誤って記録開始や記録停止
の指示をした場合でも、ユーザが意図したシーンを記録できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の記録装置は、動画データを取得す
る取得手段と、前記取得手段により取得された第１の動画データを第１の記録媒体に記録
し、前記取得手段により取得された第２の動画データを第２の記録媒体に記録する記録手
段と、前記第１の記録媒体への前記第１の動画データの記録中における前記第２の動画デ
ータの記録開始の指示に応じて前記第２の記録媒体に対する前記第２の動画データの記録
を開始し、前記第１の記録媒体への前記第１の動画データの記録中における前記第２の動
画データの記録停止の指示に応じて前記第２の記録媒体に対する前記第２の動画データの
記録を停止すると共に、前記第１の動画データの記録中における前記第２の記録媒体への
前記第２の動画データの記録開始の指示及び記録停止の指示にそれぞれ対応した、前記第
１の記録媒体に記録された前記第１の動画データにおける位置に関する付加情報を前記第
１の記録媒体に記録するように、前記記録手段を制御する制御手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ユーザが誤って記録開始や記録停止の指示をした場合でも、ユーザが
意図したシーンを記録できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る実施形態の装置構成を示すブロック図。
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【図２】本実施形態の動画データの記録処理を示すフローチャート。
【図３】バックアップ記録モードで記録された動画データを例示する図。
【図４】動画データのインデックス画面を例示する図。
【図５】バックアップ記録モードで記録された動画データを例示する図。
【図６】コピー対象区間の選択処理を示すフローチャート。
【図７】コピー対象区間の選択画面を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、添付図面を参照して本発明を実施するための形態について詳細に説明する。尚
、以下に説明する実施の形態は、本発明を実現するための一例であり、本発明が適用され
る装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明は以下
の実施の形態に限定されるものではない。
【００１０】
　以下、図１乃至図４を参照して、本発明の記録装置を、動画を記録するデジタルビデオ
カメラなどの撮像装置に適用した実施形態について説明する。
【００１１】
　＜装置構成＞先ず、図１を参照して、撮像装置１００の構成について説明する。
【００１２】
　図１において、撮像部１０１は、ズームレンズやフォーカスレンズ、絞り、シャッタ等
の光学系やＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子を有する。撮像部１０１は、光学系を介して結
像された被写体の光学像を撮像素子により光電変換してアナログ信号を生成し、生成され
たアナログ信号をデジタル信号に変換して信号処理部１０３に送出する。本実施形態では
、撮像部１０１は、１画面が横１９２０画素×縦１０８０画素で、毎秒６０フレームの動
画データを出力することができる。
【００１３】
　メモリ１０２は、動画データその他のデータを記憶する。撮像装置１００の各ブロック
は、メモリ１０２にアクセスすることにより、必要な処理を行う。また、メモリ１０２は
、動画データの他に、ファイルシステムデータ等の管理情報、各種の情報を記憶している
。更に、メモリ１０２は、制御部１０６による制御のためのワークメモリ等の役割を果た
す。更にまた、メモリ１０２は、動画データの記録モードや再生モードにおけるバッファ
メモリの役割を果たす。
【００１４】
　信号処理部１０３は、記録モードでは、撮像部１０１により取得され、メモリ１０２に
一時的に記憶されている動画データを読み出し、ホワイトバランスや色、明るさ等を調整
する画質調整処理を施す。また、信号処理部１０３は、画質調整処理が施された動画デー
タを、ＭＰＥＧ４、ＡＶＣ／Ｈ．２６４等により圧縮符号化して動画ファイルを生成し、
記録媒体制御部１０８により第１記録媒体１０９及び／又は第２記録媒体１１０に記録す
る。また、信号処理部１０３は、動画ファイルのストリームデータから代表画像データ（
サムネイルデータ）を生成し、再生モードでは、記録媒体制御部１０８により読み出され
た動画ファイルのストリームデータを複号して、表示制御部１０４へ送出する。表示制御
部１０４は、制御部１０６からの指示に応じて、信号処理部１０３から送出された動画信
号に応じた映像や、撮像装置１００を操作するためのメニュー画面や各種情報を表示部１
０５に表示させる。表示部１０５は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ
、電子ペーパー等の表示デバイスであれば何であってもよい。
【００１５】
　制御部１０６は、操作部１０７から入力される指示に応じて装置全体の動作を制御する
。制御部１０６は、マイクロコンピュータ（ＣＰＵ）やメモリ等を含み、不図示のメモリ
に記憶されているプログラムに従って撮像装置１００を制御する。また、制御部１０６は
、記録媒体制御部１０８との間でデータや制御指示を送受信するためのインターフェース
を内蔵している。
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【００１６】
　操作部１０７は、ユーザにより操作可能な物理的なボタンやダイヤル、タッチパネル等
の表示部１０５に表示されるボタンやツマミを含む。そして、操作部１０７は、ユーザの
操作に応じた指示信号を受理して制御部１０６へ送出する。制御部１０６は、操作部１０
７から送出された指示信号に基づいて、データバス１１２を介して撮像装置１００の各ブ
ロックに制御指示を送出することで、各ブロックを制御する。
【００１７】
　操作部１０７は、例えば、電源のオン／オフ、記録開始／記録停止、モード切替、メニ
ュー画面等を指示するためのスイッチ、カーソルキー、表示部１０５の任意の点を指定す
るためのポインティングデバイス等である。また、操作部１０７は、後述するバックアッ
プ記録モードにおける記録開始／記録停止、インデックス画面の切り替え等を指示するた
めのスイッチを備える。本実施形態では、記録開始／記録停止を指示するスイッチは、ト
リガボタンであり、操作ごとに記録の開始または停止の指示を出力する。また、バックア
ップ記録モードにおける記録開始／記録停止の指示を、メニュー画面における有効、無効
ボタンで行っても良いし、バックアップ用の記録媒体への記録開始／記録停止を指示する
機能を割り当てた物理的なボタンでも良い。
【００１８】
　記録媒体制御部１０８は、再生モードでは、第１記録媒体１０９及び第２記録媒体１１
０の少なくともいずれかに記録された動画データ、各種データ、プログラム等を読み出し
、読み出した動画データを信号処理部１０３に送出する。信号処理部１０３は、記録媒体
制御部１０８から得た動画データを、所定の手順で復号し、復号した動画信号を表示制御
部１０４に送出する。また、記録媒体制御部１０８は、記録時においては、第１記録媒体
１０９及び第２記録媒体１１０に対して、信号処理部１０３で生成された動画データやサ
ムネイルデータその他のデータを記録する。
【００１９】
　第１記録媒体１０９及び第２記録媒体１１０は、互いに独立した別個の記録媒体であり
、ハードディスク（ＨＤＤ）、フラッシュメモリなどの任意に読み出しや書き込みが可能
な記録媒体である。本実施形態では、第１記録媒体１０９及び第２記録媒体１１０は、任
意にデータの読み出しや書き込みが可能なフラッシュメモリを内蔵したメモリカードであ
る。
【００２０】
　記録媒体制御部１０８は、第１記録媒体１０９及び第２記録媒体１１０に記録する動画
データや各種の情報を、ＦＡＴ（Ｆｉｌｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）等のフ
ァイルシステムに従い、ファイルとして管理する。また、記録媒体制御部１０８は、ＡＴ
Ａ（ＡＴ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）等の公知のインターフェース（ＩＦ）を有し、制御部
１０６との間でデータや各種の制御指示を送受信する。また、第１記録媒体１０９及び第
２記録媒体１１０は、不図示の着脱機構により、撮像装置１００のスロット（不図示）に
対して着脱が容易にできるように構成されるが、第１記録媒体１０９と第２記録媒体１１
０のいずれかが装置に内蔵される構成でも良い。
【００２１】
　記録媒体制御部１０８は、第１記録媒体１０９や第２記録媒体１１０が装着されている
か否かを検出し、その検出結果を制御部１０６に送出する。また、記録媒体制御部１０８
は、第１記録媒体１０９や第２記録媒体１１０の残容量を検出し、制御部１０６に送出す
る。
【００２２】
　画像出力部１１１は、例えば映像出力端子からなり、撮像装置１００に接続された外部
ディスプレイ等に映像を表示させるために画像信号を送出する。また、画像出力部１１１
は、統合された１つの端子、例えばＨＤＭＩ（登録商標）のような端子であってもよい。
【００２３】
　データバス１１２は、各種データや制御指示等を撮像装置１００の各ブロックに送出す
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るための伝送路として機能する。
【００２４】
　制御部１０６は、記録媒体制御部１０８により、第１記録媒体１０９や第２記録媒体１
１０に対して動画ファイルの書き込み／読み出しを行う場合、第１記録媒体１０９及び第
２記録媒体１１０からファイルシステムデータを読み出してメモリ１０２に記憶する。こ
のファイルシステムデータは、第１記録媒体１０９及び第２記録媒体１１０に記録された
データのファイル名やファイルのサイズ、データの記録アドレスなどを示すデータであり
、ファイルを管理するための管理情報である。そして、制御部１０６は、メモリ１０２か
ら読み出したファイルシステムデータに従って動画データの書き込み／読み出しを制御す
る。制御部１０６は、記録媒体へのデータの書き込みに応じて、メモリ１０２に記憶され
たファイルシステムデータを更新し、更新したファイルシステムデータを、記録媒体制御
部１０８により記録媒体に記録する。
【００２５】
　＜通常の記録処理＞次に、本実施形態の撮像装置による通常の記録処理について説明す
る。
【００２６】
　本実施形態では、記録する動画データの１フレームの画素数を横１９２０画素×縦１０
８０画素とする。また、記録する動画データのフレームレート（単位時間あたりのフレー
ム数）を、５９．９４フレーム／秒（ｆｐｓ）とする。なお、動画データの画素数やフレ
ームレートをこれら以外の値とすることも可能である。
【００２７】
　制御部１０６は、操作部１０７により電源が投入されると、各ブロックを制御して、撮
像部１０１により撮像された動画データを表示部１０５に表示し、撮像装置１００を記録
待機状態とする。この記録待機状態において、操作部１０７から記録開始の指示があった
場合、制御部１０６は、信号処理部１０３に対して、動画データの符号化を開始するよう
に指示する。信号処理部１０３は、制御部１０６の指示に応じて、撮像部１０１により取
り込まれ、順次メモリ１０２に記憶された動画データを読み出して符号化し、符号化され
た動画データをメモリ１０２に記憶する。
【００２８】
　制御部１０６は、記録媒体制御部１０８に対して、動画データの記録を開始するように
指示する。また、制御部１０６は、記録開始時点からの経過時間（フレーム数）を示すタ
イムコードを発生し、記録媒体制御部１０８に送出する。タイムコードは、時、分、秒、
フレームの情報を含む。記録媒体制御部１０８は、メモリ１０２から符号化された動画デ
ータを読み出し、各種の必要なデータを付加して記録用のストリームデータを生成し、生
成されたストリームデータを第１記録媒体１０９と第２記録媒体１１０のいずれかに記録
する。本実施形態では、ユーザは操作部１０７を操作することにより、第１記録媒体１０
９と第２記録媒体１１０のいずれかを記録先として選択し、記録先の記録媒体に記録用の
ストリームデータを記録する。また、第１記録媒体１０９と第２記録媒体１１０のいずれ
か一方だけが装着されている場合、制御部１０６は、ユーザが選択した記録先の記録媒体
にかかわらず、装着された記録媒体に記録用のストリームデータを記録するように記録媒
体制御部１０８に指示する。
【００２９】
　記録媒体制御部１０８は、制御部１０６の指示に応じて、ストリームデータを第１記録
媒体１０９と第２記録媒体１１０のいずれかに記録する。記録を開始した後、操作部１０
７から記録停止の指示があった場合、制御部１０６は、記録媒体制御部１０８に対して記
録停止を指示し、第１記録媒体１０９および／または第２記録媒体１１０に対するストリ
ームデータの記録を停止する。また、制御部１０６は、信号処理部１０３に対して、符号
化処理を停止するように指示する。記録媒体制御部１０８は、記録開始の指示から記録停
止の指示までの間に記録したストリームデータを動画の１つのシーンとして管理する。
【００３０】
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　＜バックアップ記録処理＞次に、本実施形態の撮像装置によるバックアップ記録処理に
ついて説明する。本実施形態では、第１記録媒体１０９と第２記録媒体のいずれかに対す
る動画データの記録中に、ユーザによる記録開始／記録停止の指示に応じて、他方の記録
媒体にも同一の動画データを同時に記録するバックアップ記録を行う。
【００３１】
　本実施形態では、第１記録媒体１０９と第２記録媒体がいずれも装着されている場合、
ユーザは操作部１０７を操作することにより、装置の動作モードをバックアップ記録モー
ドに設定することができる。また、ユーザは操作部１０７を操作することにより、バック
アップ記録モードにおける動画データの記録先としてメイン記録媒体（第２の記録媒体）
とサブ記録媒体（第１の記録媒体）を設定することができる。バックアップ記録モードが
有効に設定されてから、バックアップ記録の停止または無効が設定されるまでの間、メイ
ン記録媒体に対するユーザからの記録開始／記録停止の指示にかかわらず、サブ記録媒体
に対して動画データが継続して記録される。つまり、バックアップ記録モードを有効に設
定することは、サブ記録媒体への記録開始の指示と同様であり、バックアップ記録モード
を無効に設定することは、サブ記録媒体への記録停止の指示と同様である。
【００３２】
　一方、バックアップ記録モードにおいて、メイン記録媒体に対する動画データの記録は
、サブ記録媒体に対する動画データの記録中における記録開始／記録停止の指示に応じて
行われる。
【００３３】
　また、制御部１０６は、バックアップ記録モードにおいて、バックアップ動画における
メイン記録媒体への記録開始／記録停止の指示があった位置に関する情報を、バックアッ
プ動画と共に記録する。具体的には、メイン記録媒体への記録開始／記録停止の指示時に
、バックアップ記録開始時からの動画データのフレーム数の情報を記録する。
【００３４】
　ここで、図２を参照して、本実施形態の撮像装置によるバックアップ記録モード時の動
画データの記録処理について説明する。なお、図２の処理は、制御部１０６がＲＯＭ等に
格納されたプログラムをメモリ１０２のワークエリアに展開して実行することにより実現
される。
【００３５】
　以下、サブ記録媒体に記録される動画データをバックアップ動画データ、メイン記録媒
体に記録される動画データをメイン動画データと呼ぶ。また、第１記録媒体１０９がメイ
ン記録媒体として選択され、第２記録媒体１１０がサブ記録媒体として選択されているも
のとする。
【００３６】
　バックアップ記録モードが有効に設定されると、制御部１０６は、サブ記録媒体として
第２記録媒体１１０を選択し、撮像部１０１により撮像された動画データを表示部１０５
に表示する。また、信号処理部１０３は、制御部１０６の指示に応じて、バックアップ動
画データを符号化した記録用のストリームデータを生成し、メモリ１０２に記憶する。
【００３７】
　図２（ａ）は、サブ記録媒体へのバックアップ動画データの記録処理を示している。
【００３８】
　記録媒体制御部１０８は、メモリ１０２からストリームデータを読み出し、サブ記録媒
体１１０に記録する（Ｓ２０１）。このようにバックアップ動画データの記録が開始され
ると、制御部１０６は、操作部１０７からメイン動画データの記録開始の指示があったか
判定する（Ｓ２０２）。そして、メイン動画データの記録開始が指示された場合、制御部
１０６は、バックアップ動画データに対して、メイン動画データの記録開始の指示があっ
たフレームの先頭からの位置情報をメモリ１０２に記憶する。
【００３９】
　次に、制御部１０６は、操作部１０７からメイン動画データの記録停止の指示があった
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か判定する（Ｓ２０４）。メイン動画データの記録停止が指示された場合、制御部１０６
は、バックアップ動画データにおいて、メイン動画データの記録停止の指示があったフレ
ームの先頭からの位置情報をメモリ１０２に記憶する（Ｓ２０５）。このように、バック
アップ動画データの記録中に、メイン動画データの記録開始／記録停止の指示があると、
バックアップ動画データにおける、メイン動画データの記録開始／記録停止が指示された
フレームの先頭からの位置情報をメモリ１０２に記憶する。
【００４０】
　次に、制御部１０６は、操作部１０７からバックアップ記録モードの無効の指示があっ
たか判定する（Ｓ２０６）。バックアップ記録モードの無効の指示があった場合、制御部
１０６は、サブ記録媒体１１０へのストリームデータの記録を停止する（Ｓ２０７）。
【００４１】
　次に、制御部１０６は、記録媒体制御部１０８に対して、バックアップ記録モードにお
いて記録されたメイン動画データの記録開始位置／記録停止位置の情報をメモリ１０２か
ら読み出し、バックアップ動画データの付加情報として格納するように指示する。記録媒
体制御部１０８は、制御部１０６の指示に応じて、メモリ１０２からメイン動画データの
記録開始位置／記録停止位置の情報を読み出し、バックアップ動画データの付加情報とし
てサブ記録媒体１１０に記録する（Ｓ２０８）。
【００４２】
　また、制御部１０６は、バックアップ動画データの記録中に記録されたメイン動画デー
タのファイル名等の識別情報を、バックアップ動画データの付加情報としてサブ記録媒体
１１０に記録する。
【００４３】
　その後、制御部１０６は、信号処理部１０３により符号化した記録用のストリームデー
タの生成を停止する。
【００４４】
　図２（ｂ）は、メイン記録媒体１０９へのメイン動画データの記録処理を示している。
【００４５】
　図２（ａ）に示したバックアップ動画データの記録中に、操作部１０７からメイン動画
データの記録開始の指示があると、制御部１０６は、記録媒体制御部１０８に対して、メ
イン記録媒体１０９への動画データの記録を開始するように指示する（Ｓ２０９）。
【００４６】
　本実施形態の信号処理部１０３は、動画データをＨ．２６４に従って符号化している。
Ｈ．２６４では、フレーム内予測符号化、前方予測フレーム間符号化、双方向予測フレー
ム間符号化のいずれかの方式に従って符号化を行う。また、Ｈ．２６４では、フレーム内
予測符号化により符号化されるフレームを含む所定フレーム数のＧＯＰを単位として符号
化を行う。バックアップ記録モードでは、バックアップ動画データの記録中にメイン動画
データの記録開始を指示するため、記録開始の指示に対応したフレームがＧＯＰの先頭に
なるとは限らない。そのため、制御部１０６は、メイン動画データの記録開始の指示があ
った場合、この記録開始指示に対応したフレームを含むＧＯＰの先頭のフレームから記録
を開始するように、記録媒体制御部１０８に指示する。
【００４７】
　メイン動画データの記録中に、操作部１０７からメイン動画データの記録停止の指示が
あった場合（Ｓ２１０）、制御部１０６は、記録媒体制御部１０８に、メイン記録媒体１
０９へのストリームデータの記録を停止するように指示する（Ｓ２１１）。記録媒体制御
部１０８は、制御部１０６の指示に応じて、メイン記録媒体１０９へのストリームデータ
の記録を停止する。
【００４８】
　図３は、バックアップ記録モードにおいて記録されたメイン動画データとバックアップ
動画データを例示している。
【００４９】
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　図３に示す３０１はメイン記録媒体１０９に記録されるメイン動画データ、３０２はサ
ブ記録媒体１１０に記録されるバックアップ動画データをそれぞれ示している。また、時
間軸３０３においてバックアップ記録モードが有効に設定され、バックアップ動画データ
の記録開始が指示されると、バックアップ動画データ３０２の記録が開始される。時間３
０４においてメイン動画データの記録開始が指示され、時間３０５においてメイン動画デ
ータの記録停止が指示される。このように、時間３０４から時間３０５までにシーン１の
メイン動画データが記録される。また、時間３０４、３０５に対応したフレームの、バッ
クアップ動画データ３０２の先頭のフレームからの位置がメモリ１０２に記憶される。同
様に、シーン２、３のメイン動画データが記録され、時間３０６、３０７、３０８、３０
９に対応したフレームの、バックアップ動画データ３０２の先頭のフレームからの位置が
メモリ１０２に記憶される。
【００５０】
　図３において、バックアップ動画データ３０２における各区間は、バックアップ動画デ
ータの記録中に、メイン動画データの記録開始位置／記録停止位置によって区分される時
間を示している。区間００はバックアップ記録開始からシーン１の記録開始までの区間で
あり、区間３１はシーン３の記録停止からバックアップ記録停止までの区間である。
【００５１】
　＜再生処理（バックアップ動画データ以外）＞次に、本実施形態の撮像装置による動画
データの再生処理について説明する。
【００５２】
　まず、バックアップ動画データ以外の動画データの再生処理について説明する。
【００５３】
　操作部１０７から再生モードへ移行する指示があった場合、制御部１０６は、第１記録
媒体１０９と第２記録媒体１１０のうち、選択された記録媒体に記録されている動画ファ
イルの代表画像（サムネイル画像）を含むシーンのインデックス画面を表示する。例えば
、第１記録媒体１０９が選択されていた場合、制御部１０６は、第１記録媒体１０９に記
録されている動画ファイルのインデックス画面を表示部１０５に表示させる。
【００５４】
　本実施形態では、動画データの記録時に、各動画データの先頭フレームを縮小したサム
ネイル画像データを生成し、動画ファイルに付加して記録している。記録媒体制御部１０
８は、各動画ファイルのサムネイル画像データを読み出して信号処理部１０３に送出し、
信号処理部１０３は、各動画ファイルのサムネイル画像データを含むインデックス画面を
生成し、表示制御部１０４に送出する。表示制御部１０４は、インデックス画面を表示部
１０５に表示する。
【００５５】
　ユーザは、操作部１０７を介してインデックス画面に表示された代表画像のいずれかを
選択することで再生開始を指示できる。制御部１０６は、選択された代表画像に対応した
シーンの動画を再生するように記録媒体制御部１０８に指示する。記録媒体制御部１０８
は、制御部１０６の指示に応じて、指定された動画ファイルのストリームデータを第１記
録媒体１０９又は第２記録媒体１１０から読み出して、信号処理部１０３に送出する。
【００５６】
　信号処理部１０３は、読み出されたストリームデータを復号し、メモリ１０２に記憶す
る。表示制御部１０４は、メモリ１０２に記憶された動画データの画面サイズを表示部１
０５のサイズに合うように変換し、表示部１０５に表示する。
【００５７】
　このように、動画を再生した後、操作部１０７から再生停止の指示があると、制御部１
０６は、各ブロックに対して再生停止を指示する。記録媒体制御部１０８は、制御部１０
６の指示に応じて、ストリームデータの読み出しを停止する。また、信号処理部１０３は
、再度、インデックス画面を生成して表示制御部１０４に送出し、表示制御部１０４は、
動画の再生画面に代えて、インデックス画面を表示部１０５に表示する。



(10) JP 6082269 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

【００５８】
　＜バックアップ動画データの再生処理＞次に、本実施形態の撮像装置によるバックアッ
プ動画データの再生処理について説明する。
【００５９】
　操作部１０７からバックアップ動画データの再生モードへ移行する指示があった場合、
制御部１０６は、第１記録媒体１０９と第２記録媒体１１０のうち、選択された記録媒体
にバックアップ動画データが記録されているか判定する。そして、バックアップ動画デー
タが記録されていた場合、制御部１０６は、表示制御部１０４を制御して、バックアップ
動画データのファイル名などの識別情報を表示部１０５に表示させる。複数のバックアッ
プ動画データが記録されていた場合、ユーザは、操作部１０７を介して、表示されている
複数のバックアップ動画データのいずれかを選択できる。
【００６０】
　また、制御部１０６は、ユーザにより選択されたバックアップ動画データのサムネイル
画像データと、このバックアップ動画データの記録中に記録されたメイン動画データの記
録開始位置／記録停止位置の情報を読み出すように記録媒体制御部１０８に指示する。記
録媒体制御部１０８は、制御部１０６の指示に応じて、バックアップ動画ファイルからサ
ムネイル画像データとメイン動画データの記録開始位置／記録停止位置の情報を読み出し
、メモリ１０２に記憶する。信号処理部１０３は、メモリ１０２からサムネイル画像デー
タを読み出し、バックアップ動画データのサムネイル画像データを含むインデックス画面
を生成し、表示制御部１０４に送出する。表示制御部１０４は、バックアップ動画データ
のインデックス画面を表示部１０５に表示する。
【００６１】
　図４（ａ）は、バックアップ動画データのインデックス画面を例示している。図４（ａ
）を第１のインデックス画面と呼ぶ。第１のインデックス画面では、バックアップ動画デ
ータのサムネイル画像データが表示されるため、例えば、図３のバックアップ動画データ
３０２のサムネイル画像として、先頭の区間００の先頭フレームが表示される。
【００６２】
　また、ユーザは操作部１０７を操作することにより、メイン動画データの記録開始位置
のインデックス画面、記録停止位置のインデックス画面、全区間のインデックス画面のい
ずれかに切り替えることができる。
【００６３】
　例えば、メイン動画データの記録開始位置のインデックス画面を表示する場合、制御部
１０６は、メモリ１０２に記憶されたメイン動画データの記録開始位置の情報に基づき、
各記録開始位置に対応したデータを読み出すように記録媒体制御部１０８に指示する。記
録媒体制御部１０８は、指定された部分の動画データを読み出し、順次信号処理部１０３
に送出する。制御部１０６は、信号処理部１０３に対して、メイン動画データの記録開始
位置に対応したフレームを縮小し、サムネイル画像データを生成するように指示する。信
号処理部１０３は、読み出された動画データを復号し、制御部１０６より指定されたフレ
ームを縮小してサムネイル画像データを生成する。そして、信号処理部１０３は、各記録
開始位置に関連した画面のサムネイル画像データを含むインデックス画面を生成して、表
示制御部１０４に送出する。表示制御部１０４は、生成されたインデックス画面を表示部
１０５に表示する。
【００６４】
　図４（ｂ）は、メイン動画データの記録開始位置のインデックス画面を例示している。
図４（ｂ）を第２のインデックス画面と呼ぶ。第２のインデックス画面では、バックアッ
プ動画データの記録中に記録されたメイン動画データの記録開始位置に対応したフレーム
のサムネイル画像が表示される。例えば、図３のようにバックアップ動画データ３０２と
メイン動画データ３０１が記録された場合、先頭の区間１０、区間２０、区間３０の先頭
フレームが表示される。
【００６５】
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　また、メイン動画データの記録停止位置のインデックス画面を表示する場合、制御部１
０６は、メモリ１０２に記憶されたメイン動画データの記録停止位置の情報に基づき、各
記録停止位置に対応したデータを読み出すように記録媒体制御部１０８に指示する。
【００６６】
　記録媒体制御部１０８は、指定された部分の動画データを読み出し、順次信号処理部１
０３に送出する。制御部１０６は、信号処理部１０３に対して、メイン動画データの記録
停止位置に対応したフレームを縮小してサムネイル画像データを生成するように指示する
。信号処理部１０３は、読み出された動画データを復号し、制御部１０６より指定された
フレームを縮小してサムネイル画像データを生成する。そして、信号処理部１０３は、各
記録停止位置に関連した画面のサムネイル画像を含むインデックス画面を生成して表示制
御部１０４に送出する。表示制御部１０４は、生成されたインデックス画面を表示部１０
５に表示する。
【００６７】
　図４（ｃ）は、メイン動画データの記録停止位置のインデックス画面を例示している。
図４（ｃ）を第３のインデックス画面と呼ぶ。第３のインデックス画面では、バックアッ
プ動画データの記録中に記録されたメイン動画データの記録停止位置に対応したフレーム
のサムネイル画像が表示される。例えば、図３のようにバックアップ動画データ３０２と
メイン動画データ３０１が記録された場合、先頭の区間１１、区間２１、区間３１の先頭
フレームが表示される。
【００６８】
　また、全区間のインデックス画面を表示する場合、制御部１０６は、メモリ１０２に記
憶されたメイン動画データの記録開始位置／記録停止位置の情報に基づき、各位置に対応
したデータを読み出すように記録媒体制御部１０８に指示する。
【００６９】
　記録媒体制御部１０８は、指定された部分の動画データを読み出し、順次信号処理部１
０３に送出する。制御部１０６は、信号処理部１０３に対して、メイン動画データの記録
開始位置／記録停止位置に対応したフレームを縮小してサムネイル画像を生成するように
指示する。信号処理部１０３は、読み出された動画データを復号し、制御部１０６より指
定されたフレームを縮小してサムネイル画像データを生成する。そして、信号処理部１０
３は、バックアップ動画データのサムネイル画像、及び、記録開始位置／記録停止位置の
サムネイル画像を含むインデックス画面を生成して表示制御部１０４に送出する。表示制
御部１０４は、生成されたインデックス画面を表示部１０５に表示する。
【００７０】
　図４（ｄ）は、バックアップ動画データの全区間のインデックス画面を例示している。
図４（ｄ）を第４のインデックス画面と呼ぶ。第４のインデックス画面では、バックアッ
プ動画データの記録開始位置、及び、メイン動画データの記録開始位置／記録停止位置に
対応したフレームのサムネイル画像が表示される。例えば、図３のようにバックアップ動
画データ３０２とメイン動画データ３０１が記録された場合、各区間の先頭フレームが表
示される。全ての区間のサムネイル画像が一画面に表示できない場合、ユーザは操作部１
０７によりページ変更を指示することで、次の区間のインデックス画面が表示部１０５に
表示される。
【００７１】
　このように、第１から第４のインデックス画面のいずれかが表示された状態で、いずれ
かの代表画像が選択され、再生開始が指示された場合、選択された代表画像のバックアッ
プ動画データが再生される。例えば、第１のインデックス画面の表示中に再生開始が指示
された場合、制御部１０６は、バックアップ動画データを先頭から再生するように各ブロ
ックに指示する。記録媒体制御部１０８は、バックアップ動画ファイルのストリームデー
タの先頭から読み出しを開始し、順次メモリ１０２に記憶する。信号処理部１０３は、メ
モリ１０２から動画データを読み出し、順次復号して表示制御部１０４に送出し、表示制
御部１０４は、複号された動画データを表示部１０５に表示する。また、ユーザにより再
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生停止の指示があった場合、制御部１０６は、バックアップ動画データの再生を停止し、
再度、第１のインデックス画面を表示する。
【００７２】
　また、第２のインデックス画面の表示中に再生開始が指示された場合、制御部１０６は
、選択されている代表画像に対応した区間のバックアップ動画データを再生するように各
ブロックに指示する。例えば、図４（ｂ）において、区間１０の代表画像が選択されてい
た場合、制御部１０６は、メモリ１０２に記憶されたメイン動画データの記録開始位置／
記録停止位置の情報に基づき、この区間の先頭フレームと最終フレームを検出する。そし
て、制御部１０６は、先頭フレームから動画データを再生するように記録媒体制御部１０
８に指示する。
【００７３】
　記録媒体制御部１０８は、指定されたフレームからバックアップ動画ファイルのストリ
ームデータを読み出し、メモリ１０２に記憶する。信号処理部１０３は、メモリ１０２か
ら動画データを読み出し、順次復号して表示制御部１０４に送出する。表示制御部１０４
は、複号された動画データを表示部１０５に表示する。また、この区間の最終フレームま
で再生するか、或いは再生停止の指示があった場合、制御部１０６はバックアップ動画デ
ータの再生を停止し、再度、第２のインデックス画面を表示する。
【００７４】
　また、第３のインデックス画面の表示中に再生開始が指示された場合、制御部１０６は
、選択されている代表画像に対応した区間のバックアップ動画データを再生するように各
ブロックに指示する。例えば、図４（ｃ）において、区間１１の代表画像が選択されてい
た場合、制御部１０６は、メモリ１０２に記憶されたメイン動画データの記録開始位置／
記録停止位置の情報に基づき、この区間の先頭フレームと最終フレームを検出する。そし
て、制御部１０６は、先頭フレームから動画データを再生するように記録媒体制御部１０
８に指示する。
【００７５】
　記録媒体制御部１０８は、指定されたフレームからバックアップ動画ファイルのストリ
ームデータを読み出し、メモリ１０２に記憶する。信号処理部１０３は、メモリ１０２か
ら動画データを読み出し、順次復号して表示制御部１０４に送出する。表示制御部１０４
は、複号された動画データを表示部１０５に表示する。また、この区間の最終フレームま
で再生するか、或いは再生停止の指示があった場合、制御部１０６はバックアップ動画デ
ータの再生を停止し、再度、第３のインデックス画面を表示する。
【００７６】
　また、第４のインデックス画面の表示中に再生開始が指示された場合、制御部１０６は
、前述のように、選択されている代表画像に対応した区間のバックアップ動画データを再
生するように各ブロックに指示する。
【００７７】
　また、第１から第４のインデックス画面のいずれかの表示中に、ユーザによりメイン動
画データのインデックス表示が指示された場合、バックアップ動画データの記録中に記録
されたメイン動画データのインデックス画面が表示される。
【００７８】
　制御部１０６は、操作部１０７からメイン動画データのインデックス表示が指示された
場合、現在表示されているバックアップ動画データの記録中に記録されたメイン動画デー
タの識別情報を読み出すように記録媒体制御部１０８に指示する。記録媒体制御部１０８
は、制御部１０６の指示に応じて、バックアップ動画データの付加情報として格納された
、メイン動画データの識別情報を読み出してメモリ１０２に記憶する。制御部１０６は、
メモリ１０２に記憶された識別情報に基づき、バックアップ動画データの記録中に記録さ
れたメイン動画データを検出し、各メイン動画データのサムネイル画像データを読み出す
ように記録媒体制御部１０８に指示する。例えば、図３のようにメイン動画データ３０１
が記録されていた場合、記録媒体制御部１０８は、第１記録媒体１０９から、メイン動画
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ファイルのサムネイル画像データを読み出してメモリ１０２に記憶する。信号処理部１０
３は、メモリ１０２に記憶されたメイン動画データのサムネイル画像データを含むインデ
ックス画面を生成し、表示制御部１０４に送出する。表示制御部１０４は、生成されたイ
ンデックス画面を表示部１０５に表示する。
【００７９】
　図４（ｅ）は、バックアップ動画データの記録中に記録されたメイン動画データのイン
デックス画面を例示している。例えば、図３のようにバックアップ動画データ３０２とメ
イン動画データ３０１が記録された場合、メイン動画データのシーン１～シーン３の各シ
ーンの先頭フレームが表示される。
【００８０】
　例えば、図４（ｅ）のインデックス画面の表示中に再生開始が指示された場合、制御部
１０６は、選択された代表画像に対応したシーンのメイン動画データを先頭から再生する
ように各ブロックに指示する。記録媒体制御部１０８は、選択されたメイン動画ファイル
のストリームデータの先頭から読み出しを開始し、順次メモリ１０２に記憶する。信号処
理部１０３は、メモリ１０２より動画データを読み出し、順次復号して表示制御部１０４
に送出する。表示制御部１０４は、複号された動画データを表示部１０５に表示する。ま
た、再生停止の指示があった場合、制御部１０６はメイン動画データの再生を停止し、再
度、図４（ｅ）のインデックス画面を表示する。
【００８１】
　＜バックアップ動画データのコピー処理＞次に、本実施形態の撮像装置によるバックア
ップ動画データのコピー処理について説明する。
【００８２】
　本実施形態では、バックアップ動画データのうち、メイン動画データの記録開始位置／
記録停止位置によって区分される区間の動画データを選択すると、選択された区間の動画
データをメイン動画データが記録された記録媒体にコピーすることができる。
【００８３】
　図５は、バックアップ記録モードにおいて記録されたバックアップ動画データとメイン
動画データを例示している。
【００８４】
　図５において、時間５０３でバックアップ動画データ５０２の記録開始が指示され、時
間５１７でバックアップ動画データ５０２の記録停止が指示されるまでの間、バックアッ
プ動画データ５０２の記録が継続される。また、バックアップ動画データ５０２の記録中
に、シーン１からシーン６のメイン動画データ５０１が記録される。
【００８５】
　ここで、ユーザは、シーン３の動画データの記録中に時間５０９のタイミングでメイン
動画データの記録停止を指示したつもりが、実際には記録停止の指示がなされずに、その
まま時間５１０でトリガボタンを操作したとする。この場合、ユーザは、時間５１０でメ
イン動画データの記録開始を指示したつもりであるが、装置に対しては記録停止の指示を
行っている。これ以降、ユーザは、時間５１２においても記録開始を指示したつもりが、
実際には記録停止の指示になってしまっている。
【００８６】
　そして、シーン５のメイン動画データの記録中にユーザが記録開始と記録停止の反転に
気づき、時間５１４でシーン５のメイン動画データの記録停止を指示した後、時間５１５
でシーン６のメイン動画データの記録開始を指示している。
【００８７】
　このように、ユーザはシーン３の記録停止の指示をしないまま、シーン４、５について
記録開始と記録停止が反転してしまっているのに気付いていない。そのため、ユーザが実
際に撮影したかったシーンは、バックアップ動画データにおける区間４０と区間５０とな
っている。
【００８８】
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　このようなケースにおいて、本実施形態では、バックアップ動画データ５０２において
、ユーザが所望の区間を簡単に指定するだけで、指定された区間の動画データを、他のシ
ーンのメイン動画データが記録されている記録媒体にコピーできる。
【００８９】
　図６は、バックアップ動画データのコピー対象区間を選択する処理を示すフローチャー
トである。なお、図６の処理は、制御部１０６がＲＯＭ等に格納されたプログラムをメモ
リ１０２のワークエリアに展開して実行することにより実現される。
【００９０】
　上述した再生モードでは、制御部１０６は、第１記録媒体１０９と第２記録媒体１１０
のいずれかにバックアップ動画データが記録されていた場合、バックアップ動画データの
ファイル名などの識別情報を表示部１０５に表示する。複数のバックアップ動画データが
記録されていた場合、ユーザは、操作部１０７を介して、表示されている複数のバックア
ップ動画データのいずれかを選択できる。また、制御部１０６は、記録媒体制御部１０８
を制御して、選択されたバックアップ動画データからサムネイル画像データとメイン動画
データの記録開始位置／記録停止位置の情報を読み出してメモリ１０２に記憶する。
【００９１】
　ユーザが全区間のインデックス画面を選択した場合、制御部１０６は、メモリ１０２に
記憶されたメイン動画データの記録開始位置／記録停止位置の情報に基づき、バックアッ
プ動画データの全区間のインデックス画面を表示部１０５に表示する（Ｓ６０１）。
【００９２】
　図７（ａ）は、図５のように記録されたバックアップ動画データ５０２の全区間のイン
デックス画面を例示している。図示の例では、指定された区間を識別するための表示領域
７０１が各代表画像に付随して表示される。ユーザは、操作部１０７を操作し、表示され
た各区間の選択／非選択を指定する。例えば、代表画像を選択するためのカーソル７０２
を表示し、カーソル７０２を移動させることにより代表画像を選択した状態で所望の区間
の表示領域にチェックを入れることでコピー対象区間を選択することができる。
【００９３】
　本実施形態では、コピー対象区間を個別にユーザが選択する他、全指定、交互指定、非
選択指定の機能がある。例えば、図７（ａ）の全区間のインデックス画面の表示中に、操
作部１０７を操作してメニュー画面等から全指定が選択された場合、全ての区間の表示領
域７０１が選択状態となる。また、交互指定が選択された場合、その時点で選択されてい
る先頭の区間から、それ以降の区間が１区間おきに交互に選択状態となる。また、非選択
指定が選択された場合、その時点でカーソル７０２により選択されている区間以降の全て
の区間の選択状態が解除されて非選択の状態となる。
【００９４】
　図６に戻り、制御部１０６は、全区間のインデックス画面を表示した後、交互指定が選
択されたか判定する（Ｓ６０２）。そして、交互指定が選択された場合、制御部１０６は
、その時点で選択されている区間のうち、先頭の区間以降を交互に選択状態とする（Ｓ６
０３）。
【００９５】
　また、制御部１０６は、交互指定が選択されていない場合、非選択指定が選択されたか
判定する（Ｓ６０４）。そして、非選択指定が選択された場合、その時点でカーソル７０
２により選択されている区間以降を非選択状態とする（Ｓ６０５）。
【００９６】
　また、制御部１０６は、非選択指定でもなく、操作部１０７により個別に区間が選択さ
れた場合（Ｓ６０６）、その時点で指定されている区間をコピー対象として選択された区
間とする。そして、メモリ１０２に記憶されているメイン動画データの記録開始位置／記
録停止位置の情報に基づいて、コピー対象として選択された区間の先頭位置と終了位置を
決定し、メモリ１０２に記憶する。
【００９７】
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　例えば、図７（ａ）において、ユーザが区間４０をコピー対象として選択した後、交互
指定を選択した場合、図５の区間４０、５０、５２、６１が選択状態となり、図７（ｂ）
のように、区間４０、５０、５２が選択状態となる。さらに、図７（ｂ）の状態で区間５
２以降を非選択とするため、ユーザがカーソル７０２を区間５２の代表画像に移動して非
選択指定を選択した場合、図７（ｃ）のように区間５２以降が全て非選択状態となる。
【００９８】
　上述のようにコピー対象区間が選択された状態で、ユーザがコピー開始を指示すると、
制御部１０６は、コピー対象区間の先頭位置／終了位置の情報に基づき、バックアップ動
画データのうち、コピー対象区間のデータをメイン動画データの記録先の記録媒体にコピ
ーする。例えば、図５のバックアップ動画データ５０２のうち、区間４０と５０が選択さ
れた場合、制御部１０６は、区間４０と５０の動画データを第１記録媒体１０９にコピー
するように記録媒体制御部１０８に指示する。記録媒体制御部１０８は、制御部１０６の
指示に応じて、区間４０と５０のストリームデータを第２記録媒体１１０から読み出し、
第１記録媒体１０９に記録する。そして、記録媒体制御部１０８は、各区間のストリーム
データをそれぞれ１つのシーンの動画ファイルとして第２記録媒体１１０に記録する。
【００９９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、バックアップ記録モードにおいて、一方の
記録媒体に動画データを記録しながら、他方の記録媒体に対して、ユーザによる記録開始
／記録停止の指示に応じてメインの動画データが記録される。これにより、他方の記録媒
体に対するメイン動画データの記録開始／記録停止の指示が反転してしまった場合でも、
本来ユーザが記録したかったシーンをバックアップ動画データとして記録しておくことが
できる。
【０１００】
　また、本実施形態では、バックアップ記録モードにおいて記憶されたメイン動画データ
の記録開始位置／記録停止位置によって区分される区間ごとに、バックアップ動画データ
を再生する。そのため、ユーザが実際に記録したかったシーンを容易に再生して確認する
ことができる。
【０１０１】
　さらに、本実施形態では、メイン動画データの記録開始位置／記録停止位置によって区
分される区間のうち、ユーザが選択した区間の動画データを別のシーンとしてコピーでき
る。これにより、ユーザが実際に記録したかったシーンを容易に取り出して記録すること
ができる。
【０１０２】
　なお、上述した実施形態では、メイン動画データの記録開始位置／記録停止位置の情報
として、バックアップ動画データにおける、メイン動画データの記録開始／記録停止が指
示されたフレームの先頭からの位置情報を用いたが、これに限られず、例えば、タイムコ
ードを用いても良い。
【０１０３】
　また、バックアップ動画データを、メイン動画データが記録されている記録媒体にコピ
ーしたが、これに限られず、例えば、バックアップ動画データのうち、ユーザにより選択
された区間の動画データをバックアップ動画データとは別のファイルとして、バックアッ
プ動画データが記録された記録媒体にコピーする構成としても良い。
【０１０４】
　また、メイン動画データの記録開始位置／記録停止位置の情報を、バックアップ動画デ
ータの付加情報として、動画ファイルに格納したが、これに限られず、例えば、メイン動
画データの記録開始位置／記録停止位置の情報を、バックアップ動画データのファイルと
は別のファイルとして記録する構成としても良い。
【０１０５】
　［他の実施形態］本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、
上記実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶
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媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又
はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、
そのプログラム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

【図１】 【図２】
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